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厚
生
労
働
省
は
一
○
月
三
一
日
、
平
成
二

六
年
「
高
年
齢
者
の
雇
用
状
況
」
集
計
結
果

を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
希
望
者
全

員
が
六
五
歳
以
上
ま
で
働
け
る
企
業
割
合
は

前
回
調
査
（
六
六
・
五
％
）
を
四
・
五
ポ
イ

ン
ト
上
回
る
七
一
・
○
％
と
過
去
最
高
と

な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
は
、
六
五
歳
ま
で

の
安
定
し
た
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
、
企
業

に
「
定
年
の
廃
止
」「
定
年
の
引
上
げ
」「
継
続

雇
用
制
度
の
導
入
」の
い
ず
れ
か
の
措
置（
以

下
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
）
を
講
じ
る

よ
う
義
務
付
け
、
毎
年
六
月
一
日
の
高
年
齢

者
の
雇
用
状
況
の
報
告
を
求
め
て
い
る
。

　

今
回
調
査
は
、
従
業
員
三
一
人
以
上
の
企

業
一
四
万
五
九
○
二
社
か
ら
の
報
告
を
と
り

ま
と
め
た
も
の
。
昨
年
四
月
の
制
度
改
正
か

ら
一
年
以
上
が
経
過
し
、
高
年
齢
者
雇
用
確

保
措
置
の
導
入
が
一
段
と
進
展
し
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
結
果
と
な
っ
た
。

実
施
済
企
業
割
合
は
九
八
・
一
％
に

　

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
実
施
済
企
業

の
割
合
は
九
八
・
一
％
（
一
四
万
三
一
七
九

社
）
と
な
り
、
前
回
調
査
（
九
二
・
三
％
）

よ
り
五
・
八
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
た
。
一
方
、

未
実
施
企
業
の
割
合
は
一
・
九
％
（
二
七
二

三
社
）
と
な
り
、
前
回
調
査
（
七
・
七
％
）

よ
り
五
・
八
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
た
。

八
割
強
が
継
続
雇
用
制
度
を
導
入

　

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
実
施
済
企
業

の
内
訳
は
、「
定
年
制
の
廃
止
」
が
二
・
七
％

（
前
回
二
・
八
％
）、「
定
年
の
引
上
げ
」
が

一
五
・
六
％
（
同
一
六
・
○
％
）、「
継
続
雇

用
制
度
の
導
入
」
が
八
一
・
七
％
（
同
八
一
・

二
％
）
と
な
る
（
図
表
１
）。

　

規
模
別
に
み
る
と
、「
定
年
制
の
廃
止
」（
三

一
～
五
○
人
→
四
・
五
％
、
五
一
～
三
○
○

人
→
二
・
○
％
、三
○
一
人
以
上
→
○
・
四
％
）、

「
定
年
の
引
上
げ
」（
三
一
～
五
○
人
→
二
○
・

四
％
、
五
一
～
三
○
○
人
→
一
四
・
三
％
、

三
○
一
人
以
上
→
七
・
一
％
）、「
継
続
雇
用

制
度
の
導
入
」（
三
一
～
五
○
人
→
七
五
・

一
％
、
五
一
～
三
○
○
人
→
八
三
・
七
％
、

三
○
一
人
以
上
→
九
二
・
四
％
）
と
な
り
、

三
一
～
五
○
人
規
模
で
は
、「
定
年
制
の
廃

止
」
や
「
定
年
の
引
上
げ
」、
三
○
一
人
以

上
で
は
、「
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
」
で
対
応

す
る
企
業
が
相
対
的
に
や
や
多
い
結
果
と
な

る
。

三
分
の
一
が
年
金
支
給
開
始
年
齢
に

あ
わ
せ
た
経
過
措
置
を
適
用

　

継
続
雇
用
制
度
の
内
訳
は
、
希
望
者
全
員

を
対
象
と
す
る
六
五
歳
以
上
の
継
続
雇
用
制

度
を
導
入
し
て
い
る
企
業
は
六
六
・
二
％（
前

回
六
五
・
五
％
）。
一
方
、
改
正
法
で
は
年

金
支
給
開
始
年
齢
に
あ
わ
せ
て
経
過
措
置
を

設
け
て
お
り
、
二
○
一
六
年
三
月
三
一
日
ま

で
は
六
一
歳
以
上
の
人
に
対
し
て
労
使
協
定

で
定
め
た
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
経
過
措
置
適
用
企
業
は
三
三
・
八
％（
同

三
四
・
五
％
）
と
な
る
。

　

継
続
雇
用
先
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、「
自
社

の
み
で
あ
る
企
業
」
は
九
三
・
一
％

（
前
回
九
三
・
四
％
）、「
自
社
以
外

の
継
続
雇
用
先
（
親
会
社
・
子
会
社
・

関
連
会
社
等
）の
あ
る
企
業
」は
六
・

九
％
（
同
六
・
六
％
）
と
な
る
。「
自

社
以
外
」
を
従
業
員
規
模
別
に
み
る

と
、
三
一
～
五
○
人
（
三
・
七
％
）、

五
一
～
三
○
○
人
（
六
・
四
％
）、

三
○
一
人
以
上
（
一
八
・
○
％
）
と

な
り
、
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
「
自
社

以
外
」
の
割
合
が
高
く
な
る
。

中
小
の
八
割
で
「
希
望
者
全
員

が
六
五
歳
以
上
ま
で
働
け
る
」

　

希
望
者
全
員
が
六
五
歳
以
上
ま
で

働
け
る
企
業
は
前
回
調
査
（
六
六
・

五
％
）
よ
り
四
・
五
ポ
イ
ン
ト
増
加

の
七
一
・
○
％
と
な
り
、
過
去
最
高

と
な
る
。
規
模
別
に
み
る
と
、
三
一

～
五
○
人
は
七
九
・
七
％
（
前
回
七

四
・
三
％
）、
五
一
～
三
○
○
人
は

六
九
・
三
％
（
同
六
四
・
九
％
）、

三
○
一
人
以
上
は
五
一
・
九
％
（
同

四
八
・
九
％
）
と
な
り
、
中
小
企
業

が
一
歩
リ
ー
ド
し
て
い
る
模
様
だ
。

　

希
望
者
全
員
が
六
五
歳
以
上
ま
で

働
け
る
企
業
の
状
況
は
、「
定
年
制
の
廃
止
」

が
二
・
六
％
（
前
回
同
率
）、「
六
五
歳
以
上

定
年
」
が
一
五
・
三
％
（
同
一
四
・
七
％
）、「
希

望
者
全
員
六
五
歳
以
上
の
継
続
雇
用
制
度
」

が
五
三
・
一
％
（
同
四
九
・
一
％
）
と
な
る

（
図
表
２
）。　

　

一
方
、
七
○
歳
以
上
ま
で
働
け
る
企
業
は
、

一
九
・
○
％
（
前
回
一
八
・
二
％
）
と
な
る
。

規
模
別
で
は
、
三
一
～
三
○
○
人
は
一
九
・

ト
ピ
ッ
ク
ス

高
齢
者
雇
用

2

希
望
者
全
員
が
六
五
歳
以
上
ま
で
働
け
る
企
業
が
七
一
％
に
―
―
厚
労
省
調
査
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資料出所：厚生労働省　平成26年「高年齢者の雇用状況」

図表１　雇用確保措置の内訳
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八
％
（
同
一
九
・
○
％
）、
三
○
一
人
以
上

は
一
一
・
八
％
（
同
一
一
・
○
％
）
と
な
る
。

定
年
到
達
者
の
八
割
が
継
続
雇
用

　

過
去
一
年
間
（
二
○
一
三
年
六
月
一
日
～

二
○
一
四
年
五
月
三
一
日
）
の
六
○
歳
定
年

企
業
に
お
け
る
定
年
到
達
者
（
三
四
万
四
五

○
○
人
）
の
う
ち
、
継
続
雇
用
さ
れ
た
者
は

二
八
万
四
二
四
人
（
八
一
・
四
％
）、
そ
の

う
ち
子
会
社
・
関
連
会
社
な
ど「
自
社
以
外
」

で
継
続
雇
用
さ
れ
た
の
は
一
万
五
九
一
○
人
、

継
続
雇
用
を
希
望
し
な
い
定
年
退
職
者
は
六

万
三
一
八
三
人
（
一
八
・
三
％
）、
継
続
雇

用
を
希
望
し
た
も
の
の
継
続
雇
用
さ
れ
な

か
っ
た
者
は
八
九
三
人
（
○
・
三
％
）
と
な

る
（
図
表
３
）。

　

一
方
、
経
過
措
置
適
用
企
業
に
お
い
て
、

基
準
を
適
用
で
き
る
年
齢
（
六
一
歳
）
に
到

達
し
た
者
（
八
万
七
一
九
○
人
）
の
う
ち
、

基
準
に
該
当
し
継
続
雇
用
さ
れ
た
者
は
七
万

八
八
二
○
人
（
九
○
・
四
％
）、
継
続
雇
用

の
更
新
を
希
望
し
な
か
っ
た
者
は
七
○
六
八

人
（
八
・
一
％
）、
継
続
雇
用
を
希
望
し
た

が
基
準
に
該
当
せ
ず
雇
用
が
終
了
し
た
者
は

一
三
○
二
人
（
一
・
五
％
）
と
な
っ
た
。

（
調
査
・
解
析
部
）

資料出所：厚生労働省　平成26年「高年齢者の雇用状況」

資料出所：厚生労働省 平成26年「高年齢者の雇用状況」

図表２　希望者全員が65歳以上まで働ける企業

図表３　60歳定年企業における定年到達者の動向
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